
       

◆
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
手
続
き
の

ご
案
内
に
つ
い
て 

と
は

 

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
や
そ
の
他
の
所
得
が
一
定
基

準
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
に

年
金

上
乗

支
給

 

給
付
金

支
払

2

月
分

翌
々
月

中
旬

年
金

同

受
取
口
座

年
金

別
途
支
払

 

給
付
金
を
受
け
取

年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
請
求
書
の
提
出
が
必
要

詳

請
求
手
続
き
の
流
れ

を
ご
覧

 

 

対
象
と
な
る
方

 

●
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方 

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
方

 

①
65
歳
以
上
※１
の
老
齢
基
礎
年
金
※２
の
受

給
者

 

②
請
求
さ
れ
る
方
の
世
帯
全
員
の
町
民
税
が

非
課
税

 

③
前
年
の
年
金
収
入
額
※３
と
そ
の
他
の
所
得

額
の
合
計
額
が
88
万

円
以
下

で
あ
る

 

※１
請
求
者

65
歳
に
な
る
誕
生
日
の
前
日

以
降
に
ご
提
出

 

※２
旧
法
の

の

そ
の
他
の
老
齢
・
退
職
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金

政
令
で
定
め
る
年
金

に
つ
い
て
も
対
象

 

※３
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
等
の
非
課
税
収
入

は
含

 

 
●
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方 

前
年
の
所
得
が
４
７
２
万

円

以
下
で
あ
る

(
扶
養
親
族
の
数
に
応
じ
て
増

額
さ
れ
ま
す)  障

害
年
金
・
遺
族
年
金
等
の
非
課

税
収
入
は

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
判

定
に
用
い
る
所
得
に
は
含

 

 

請
求
手
続
き
の
流
れ

 

(1)
請
求
書

氏
名
な
ど
を
記
入
し
て
お
近

く
の
年
金
事
務
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

 

こ
れ
か
ら
基
礎
年
金
を
請
求
す
る
方

基
礎
年
金
の
請
求
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く

 

(2)
審
査
結
果
の
通
知
が
日
本
年
金
機
構
か
ら

到
着

 

年
金
の
請
求
書
と
併
せ
て
ご
提
出
の

給
付
金
の
通
知
は
年
金
証
書
送
付
後
に
送
ら

れ

 

(3)
お
支
払
い
月
の
上
旬

日
本
年
金
機
構

か
ら
振
込
通
知
書
が
到
着

 

(4)
通
知
書
に
記
載
の
あ
る
給
付
額
が
年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給

 

支
給
要
件
を
満
た
す

の
お
手
続
き
は
原
則
不
要

 

支
給
要
件
を
満

場
合
は

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
支
給

際
は

年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
不
該
当

が
送
付

 

 
 ◆

令
和
４
年
４
月
か
ら
老
齢
年
金
の
繰

下
げ
受
給
の
上
限
年
齢
が
７５
歳
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

 

 

老
齢
年
金
を
66
歳
以
後
に
受
給
開
始(

繰

下
げ
受
給)

す
る

は
65
歳
か
ら

繰
り
下
げ
た
月
数

増
額(

１
月
あ

た
り
０
・
７
％
増
額)

高
齢
期
の
就

労
の
拡
大
等
を
踏

年
金
受
給
権
者
が

自
身
の
就
労
状
況
等
に
あ
わ
せ
て
年
金
受
給

の
開
始
時
期
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
目
的

令
和
４
年
４
月
か
ら
繰

下
げ
の
上
限
年
齢
が
70
歳
か
ら
75
歳
に
引

き
上

年
金
の
受
給
開
始
時
期
を
75

歳
ま
で
自
由
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

 

対
象
と
な
る
方
は
令
和
４
年
３
月
31
日
時

点

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

 

①
70
歳
未
満
の
方(

昭
和
27
年
４
月
２
日
以

降
生
ま
れ
の
方) 

②
老
齢
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
か
ら

起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
て
い
な
い
方

(

受
給
権
発
生
日
が
平
成
29
年
４
月
１
日

以
降
の
方) 

該
当
し
な
い
方

令
和

４
年
３
月
ま
で
と
同
様
に
繰
下
げ
の
上
限

年
齢
は
70
歳

 

 

◆
年
金
相
談

手
続
き
の
際

事

前
予
約
を
！ 

①
予
約

相
談
希
望
日
の
１

月
前
か
ら

前
日
ま
で
受
付

 

②
予
約
の
際

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る

年
金
手
帳
や
年
金
証
書

用

意

全
国
共
通
の
予
約
専
用
受
付
ダ
イ

ヤ
ル

旭
川
年
金
事
務
所
に
ご
連
絡
く

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療

 

電
話
26―

９
０
２
６ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６―

72―

５
０
０
２ 

全
国
共
通
予
約
専
用
受
付
ダ
イ
ヤ
ル 

電
話
０
５
７
０―

05―

４
８
９
０ 


